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『阿
毘
曇
心
論
』
業
品
に
お
け
る
禅
定
戒

の
得

に

つ
い
て

智

谷

公

和

こ
の
論
題
に
対
す
る

『
阿
毘
曇
心
論
』

大
正
蔵
経

以
下
を
略
し
て

『心
論
』)
業
品

に
お
け
る
禅
定
戒

の
得
が
、
説
か
れ
て
い
る
偶
と

長
行
は
、
大
正
蔵
経
二
八
巻
八

一
三
頁
下
段
二
八
行
か
ら
二
九
行

の
四

九
偶
と
、
八

一
四
頁
上
段

一
行
か
ら
六
行
ま
で
の
そ
の
長
行

で
あ
る
。

こ
の
四
九
偶
と
そ
の
長
行
を
取
り
上
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
禅
定
戒

の
得

に
つ
い
て
論
述
し
て
ゆ
き
た
い
。
論
述
方
法
は

『
心
論
』
と
心
論
系

の

論
書
を
対
照
し
、
ま
た

『心
論
』
と
玄
奨
訳

『倶
舎
論
』

や

『称
友
疏
』
等
を
対
比
さ
せ
て
、
禅
定
戒

の
得
を
述

べ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
『
心
論
』
の
漢
訳
は
、
法
勝

造

で
、
僧
提
婆

慧
遠
共
訳
に
よ
る
四
巻
本
で
あ
る
。
『心

論
』
業
品

の
四
九
偶
は
、
「色
界
中
の
善
心
は
、
定

の
威
儀
戒
を
得
す
。

是
れ
失
せ
ぼ
彼
も
亦
た
失
す
。
無
漏
は
六
心
有
り
。」
と
あ
る
。
ま
た

そ
の
長
行

は
、
「
〈色
界
中

の
善
心
は
、
定

の
威
儀
戒
を
得
す
。
〉
と
は
、

若
し
色
界

の
善
心
を
得
せ
ぼ
、或
は
離
欲
せ
る
も
或
は
離
欲
せ
ざ
る
も
、

彼

の
一
切

は
色
界

の
戒
を
得
す
。
所
以
は
何
ん
。

一
切

の
色
界
の
善
心

中
に
は
戒
常
に
共
倶
な
れ
ぼ
な
り
。
問
ふ
。
云
何
に
し
て
失
ふ
や
。
答

ふ
。
〈是
れ
失
せ
ぼ
彼
も
亦
た
失
す
。
〉
問
ふ
。
無
漏
は
云
何
ん
。
答
ふ
。

〈無
漏
は
六
心
有
り
〉。
無
漏
戒
は
、
無
漏
の
六
地
の
心
共
に
得
す
。
問

ふ
。
云
何
に
し
て
失
ふ
や
。
答
ふ
。
是
れ
失
せ
ぼ
彼
も
亦
た
失
す
。
六

地
と
は
、
未
来
禅

・
中
間
禅

・
根
本
禅
な
り
。
」

(大
正
二
八

・
八

一
四

・

上
一
～
六
)
。
四
九
偶

の
長
行
を
解
釈
し
て
み
れ
ぼ
、
「も
し
人
が
色
界

の
善
心
を
得
す
れ
ば
、
欲
か
ら
離
れ
る
時
も
、
欲
か
ら
離
れ
な
い
時
で

も
、
禅
定
戒

を
得
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
色

界
の
善
心
は
、
戒
と
共
に
常
に
随
順
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
も
し
人

が
色
界
の
善
心
を
捨

て
た
な
ら
、
禅
定
戒
も
捨
て
る
の
で
あ
る
。
無

漏
戒
は

、
未
来
禅

・
中
間
禅

・
根
本
四
禅
の
心
と

共
に
得
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
も
し
未
来
禅

・
中
間
禅

・
根
本
四
禅

の
心
を
捨
て
た
な
ら
ば
、
無
漏
戒
も
捨
て
る
の
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
禅
定
戒
は
禅
定
心
の
続
く
か
ぎ

り
、
無
漏
戒
は
無
漏
の

定
心
の
続
く
か
ぎ
り
転
じ
起
こ
り
、
禅
定
心
や
無
漏
の
定
心
が
滅
す
る

時
と
共
に
滅
す
る
か
ら
、心
に
随
っ
て
転
じ
起
こ
る
随
心
転
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『
阿
毘
曇
心
論
』
業
品

に
お
け
る
禅
定

戒

の
得
に

つ
い
て

(智

谷
)

三
三
四

の
無
表

で
あ
る
。
随
心
転
の
無
表
に
つ
い
て
、
『心
論
』
だ
け
で
な
く

心
論
系

の
論
書
や

『倶
舎
論
』
等
も
同
様
に
説
か
れ
て
い
る
。

心
論
系

の
論
書
と
言
わ
れ
る
も
の
に
、
優
波
扇
多

釈

『阿
毘
曇
心
論
経
』
(

大
正
蔵

以

下
を
略
し
て

『心
論
経
』)
那
連
提
耶
舎

訳
六
巻
と
、

法
救

造

『雑
阿
毘
曇
心
論
』

大
正
蔵

以
下
を
略
し
て

『雑
心
論
』
)
僧
伽
践

摩

等
訳
十
四
巻
が
あ
る
。

こ
れ
ら
心
論
系
の
論
書

と

『心
論
』
を
対
照
す
る
と
、
『心
論
』
業
品

の
四
九
偶
と
そ
の
長
行

に
対
応

す
る
の
は
、
『心
論
経
』
業
品
で
は
、
巻
第

二
の
大
正
蔵
経
二

八
巻
八
九

一
頁
中
段
の
百

一
七
偶
と
そ
の
長
行
で
あ
り
、
『雑
心
論
』
業

品
で
は
、
巻
第
三
の
大
正
蔵
経
二
八
巻
八
九

一
頁
中
段
の
百

一
七
偶
と

そ
の
長
行
で
あ
る
。
ま
た

『心
論
』
と
玄
　
訳

『倶
舎
論
』
巻
第
十
五

と
を
対
比
す
れ
ぼ
、
大
正
蔵
経
二
九
巻
七
七
頁
下
段
の
業
品
第
四
之
三

の
三
五
偶
と
そ
の
長
行
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
梵
文
、

本

以
下
を
略
し
て

。)
で
は
、
二

一
九
頁

一
〇
行
か
ら
二
二
〇

頁

二
行

ま

で

で
あ

り
、

梵

文

以
下
を
略
し
て

。)
で

は
、
三
八

一
頁

一
七
行
か
ら
三
八
三
頁
八
行
ま
で
で
あ
る
。

『心
論
』
業
品
四
九
偶

の
長
行
に
あ
る

「色
界
中

の
善
心
は
、
定

の

威
儀
戒
を
得
す
。」
の
長
行

の
説
明
は
、
『心
論
経
』
も

『雑
心
論
』
も

同
じ
で
あ
る
。
『心
論
』
業
品
四
九
偶
の
長
行

に
は
、
六
心
に
つ
い
て

説
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
『心
論
経
」
業
品
四
八
偶

の
長
行
と
、

『雑
心
論
』
百

一
七
偶

の
長
行
に
は
、
説
か
れ
て
い
る
。
『心
論
経
』
に

は
、

コ

切
の
色
界

の
善
心
に
は
、
戒
常
に
随
順
す
。
唯
だ
六
心
を
除

く
。
所
謂
、
眼

・
耳

・
身
識
と
及
び
聞
慧
心
と
臨
命
終
心
と
起
作
業
心

と
な
り
。」
(大
正
二
八
・
八
四

一
・
下
六
～
七
)
と
あ
り
、
『雑
心
論
』
に

は
、

「色
界
の
善
心
は
、
戒

の
常
に
随
ふ
を
以

て
の
故
に
。
六
心
を
除

く
。
初
禅

の
三
識
身

の
心
と
聞
慧
心
と
起
作
業

心
と
命
終
心
と
な
り
、

不
定
な
る
を
以
て
の
故
に
。
定
心
は
、
戒
と
常

に
随
転
す
る
も
、
三
識

身
の
心
は
外
向
起
な
る
を
以
て
の
故
に
。
起
作
業
心
も
亦
、
是

の
如
し
。

聞
慧
心
は
名
処
の
起

の
故
に
。
死
時
の
心
は
、
巌
劣

の
故
に
。
第
二
禅
・

第
三
禅

・
第
四
禅
に
は
、
二
不
定
心
有
り
。
謂

く
、
聞
慧
心
と
命
終
心

と
な
り
。」

(大
正
二
八
・
八
九

一
・
中
20
～
25
)
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

禅
定
戒
の
六
心
と
は
、
初
禅
の
眼
識
と
耳
識
と
身
識
と
起
作
業
心
と
聞

慧
心
と
命
終
心
で
あ

っ
て
、
第
二
禅
以
上
で
は
、
三
識
身

の
心
と
起
作

業
心
は
な
く
、
聞
慧
心
と
命
終
心
の
二
つ
が
、
禅
定
戒
を
具
せ
な
い
こ

と
を
説
く
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
禅
定
戒
の
六
心
が
、
禅
定
戒
を
具
せ
な

い
の
か
と
言
え
ば
、
禅
定
戒
は
禅
定
心
に
の
み
随
う
も

の
で
あ
っ
て
、

初
禅
の
眼

・
耳

・
身

の
三
識
身
は
外
の
対
象
に
向

っ
て
起

こ
り
、
認
識

す
る
主
体
と
し
て
の
心
で
あ
り
、
命
終
心
は
死
ぬ
時
に
定
心
が
お
よ
ぼ

な
い
こ
と
で
あ
り
、
聞
慧
心
は
名
字
等
を
聞
く
慧
心
で
あ

っ
て
、
禅
定
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『
阿
毘
曇
心
論
』
業
品

に
お
け
る
禅
定
戒

の
得

に

つ
い
て

(智

谷
)

三
三
五

心

で
は
非

ず

、
起

作

業

心

は
善

・
無

記

の
身

口

の
、

作

業

を

起

す

心

で

あ

る
か

ら

、
よ

っ
て
禅

定

戒

の
六

心

は
散

乱

心

で

あ

る

と
言

え

る

の
で
、

禅

定

戒

に
随

転

し

な

い

の

で
あ

る
。

『
心

論

』

業

品

四
九

偶

の

「
是

れ

失

せ
ぼ

、

彼

も

亦

失

す

。
」

(
大
正

二
八

・
八

一
三

・
下

二
九

)

に
対

応

す

る

、

『
心

論

経

』

業

品

四
八

偶

は

、

「是

を

捨

す

れ

ぼ

、

彼

も
亦

捨

す

。
」

(大
正

二
八

・
八
四

一
・
下
三
)

と

あ

り

、

『
雑

心

論

』

業

品

百

一
七

偶

で

も

「是

を
捨

す

れ
ぼ

、

彼

も
亦

、

捨

す
。
」

(
大
正

二
八

・
八
九

一
・

中

一
八
)

と

な

っ

て

い

る

か

ら

、

相

違

は

見

ら

れ

な

い
。

『
心

論

』

に

「是

れ
失

せ

ば

、
彼

も

亦

失

す

。
」

を

説

明

す

る
長

行

は
、

な

い
け

れ

ど

も

、

『
心
論

経

』

の
長

行

と

『
雑

心

論

』

の
長

行

に

は
、

説

か

れ

て

い

る

。

『
心

論

経

』

の
長

行

は
、

「若

し
、

色

界

の
善

心

を

捨

す

れ
ぼ

、

彼

を

も

亦

捨

す

.
」

(
大
正

二
八

・
八

四

一

・
下

八
～
九

)

と

あ

り

、

『
雑

心

論

』

の
長

行

で

も

、

「若

し

、

色

界

心

を
失

は

ぼ

、

彼

の
律

儀

も

亦

失

ふ

。

心

に
由

る

が
故

に
。
」

(大
正

二
八

・
八
九

一

・
下
五
～

六
)

と

説

か

れ

て

い

る
。
こ

の

よ
う

に
、
禅

定

戒

は
、
色

界

の
善

心

を

失

な

え
ぼ

、

失

な

わ

れ

る

も

の

で
あ

る
。

善

心

と

は

律

儀

無

表

の

こ
と

で
あ

っ
て
、

禅

定

心

を

失

え

ば

、
禅

定

戒

を

失

う

と

さ

れ

る

随

心
転

の
無

表

で
あ

る
。

-
『
心
論

』

業

品

四

九
偶

の
、

「無

漏

は
六

心

有

り

。
」

(大
正

二
八

・
八

一

三

・
下
二
九
)

に
対

応

す

る
ケ

所

を
、

『
心

論

経

』

と

『
雑

心

論

』

で
対

照

す

る

と
、

偶

に

つ
い

て

は
同

様

に
説

か

れ

て

い
る

。

す

な

わ

ち

『
心

論

経

』

は

「無

漏

は
六

心
有

り
。
」

(大
正

二
八

・
八
四

一

・
下
三
)

と

あ

り

、

『
雑

心

論

』

に

は
、

「無

漏

は
六

心

有

り

。
」

(大
正

二
八

・
八
九

一

・

中
一
八
)
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
・『心
論
』
業
品
四
九
偶
の
長
行
に
、
「無

漏
戒
が
六
地
の
心
と
共
に
得
す
。」
こ
と
が
説

か
れ
て
い
る
。
『
心
論
経
』

や

『雑
心
論
』
の
長
行
に
も
、
説
か
れ
て
い
る
が
、
無
漏
戒
と
六
地

の

心
の
説
明
を
、
心
論
系
の
論
書
三
つ
で
比
較
す

る
と
、
『心
論
』
と

『心

論
経
』
が
大
正
蔵
経
で
三
行
を
用
い
、
『雑
心
論
』
が
大
正
蔵
経
で

一

六
行
を
用

い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『雑
心
論
』

の
長
行
が
最
も
詳
し
く

説
か
れ
て
い
る
。
『雑
心
論
』
の
長
行
に
、
「無
漏
律
儀
は
、
六
地

の
心

と
共
に
得
す
。
禅
未
来
乃
至
第
四
禅
な
り
。
六
地
は
見
道
有
る
を
以
て

な
り
。
」

(大
正
二
八

・
八
九

一
・
下
六
～
九
)
。
『
心
論
経
』
の
長
行

に
、

「彼

の
無
漏
戒
を
六
心
共
に
得
す
。
所
謂
、
未
来
と
中
間
と
根
本
四
禅

と
な
り
。
彼
を
捨
す
れ
ぼ
、
此
も
亦
、
捨
す
。」

(大
正
二
八

・
八
四
一
・

下
九
～

<

)
と
あ
る
。
無
漏
戒
は
、
六
地

の
未
来
禅

・
初
禅

.
中
間

禅

・
第
二
禅

・
第
三
禅

・
第
四
禅

の
心
と
共

に
得
る
の
で
あ
り
、
見
道

以
上
の
聖
者
が
得
る
の
で
あ
る
。
無
漏
戒
を
捨
す
れ
ぼ
、
無
漏
心
も
捨

す
る
か
ら
、
無
漏
道
と
共
に
生
じ
、
共
に
滅
す
る
の
で
、
道
共
戒
と
も

言
う
。
こ
の
よ
う
に
無
漏
定
に
入
っ
て
い
る
間
だ
け
、
六
地
の
心
と
共

に
起
こ
っ
て
、
無
漏
定
か
ら
出
れ
ば
無
表
も
同
時
に
、
滅
す
る
か
ら
、

随
心
転
の
戒
で
も
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
禅
定
戒
も
随
心
転
の
戒
で
あ

る
か
ら
、
無
漏
戒
と
禅
定
戒

の
相
違
は
、
ど

こ
に
あ
る
の
か
。
『心
論
』

の
長
行
や

『心
論
経
』
の
長
行
に
は
、
説
か
れ
て
い
な
い
が
、
『雑
心

論
』

の
長
行
に
は
、
そ
の
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

「問
う
、
禅
律
儀

と
無
漏
律
儀
と
に
、
何

の
差
別
有
り
や
。
答
う
。
禅
律
儀
は
垢
有
り
。
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『阿
毘
曇

心
論
』
業

品
に
お
け
る
禅
定
戒

の
得

に

つ
い
て

(智

谷
)

三
三
六

無
漏
律
儀
は
垢
を
離
る
。
又
説
く
。
禅
律
儀
は
是
れ
根
本
禅
戒
に
し
て
、

ま
さ

無
漏
律
儀
は

一
切
の
無
漏
戒
な
り
。
こ
れ
は
応
に
四
句
を
作
る
べ
し
。

〔1
〕
或

は
、
禅
律
儀
に
し
て
無
漏
に
は
非
ず
と
は
、
謂
く
、
根
本
禅

の
世
俗
戒
な
り
。
〔2
〕
無
漏
律
儀
に
し
て
禅
に
は
非
ず
と
は
、
謂
く
、

未
来

・
中
間

の
無
漏
戒
な
り
。

〔3
〕
亦
、
禅
に
し
て
無
漏
律
儀
な
り

と
は
、
謂
く
、
根
本
禅
の
無
漏
戒
な
り
。
〔4
〕
禅
に
も
無
漏
律
儀
に

も
非
ず

と
は
、
謂
く
、
未
来
・中
間

の
世
俗
戒
な
り
。
得
の
四
句
も
亦
、

是
の
如

し
。
」

(大
正
二
八

・
八
九

一
・
下

一
四
～
二

一
)
と
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
禅
定
戒

・
禅
律
儀

・
静
慮
律
儀

は
、
垢

(煩
悩

が
あ
り
、
根
本
禅
戒

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
無
漏
戒

・

無
漏
律
儀

・
道
生
律
儀

は
、
垢
が
な
く
、
す
べ

て
が
無
漏
戒
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
禅
律
儀
と
無
漏
律
儀
と
の
大
き
な
相

違
は
、
禅
律
儀
が
有
漏
戒
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
無
漏
律
儀
は
無
漏
戒

で
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
律
儀

の
相
違
と
共
通

点
を
、

『雑
心
論
』

の
長
行
に
お
い
て
四
句
を

つ
く
り
説

い
て
い
る
。

「相
違
で
は
禅
律
儀
は
、
根
本
禅
の
世
俗
戒
で
あ
り
、
無
漏
律
儀
は
、
未

来

・
中
間
の
無
漏
戒
で
あ
る
。
共
通
点
で
は
二
つ
の
律
儀
は
共
に
、
未

来

・
中
間
の
世
俗
戒
で
は
な
く
、
禅
律
儀
で
あ
っ
て
無
漏
律
儀
で
も
あ

る
の
は
、
根
本
禅

の
無
漏
戒

で
あ
る
、」
と
さ
れ
て
い
よ
う
。

『心
論
』
業
品
四
九
偶
と
そ
の
長
行
を
、
玄
　
訳

『倶
舎
論
』
と
対

比
す
る
と
、
『倶
舎
論
』
業
品
第
四
之
三
の
三
五
偶
と
そ
の
長
行
で
あ

る
。
そ

の
三
五
偶
と
は
、
「
一
切
と
二
と
現
と
に
従
い
て
、
欲
界
の
律

儀
を
得
し
、
根
本
と
恒
時
と
に
従

い
て
、
静

慮
と
無
漏
と
を
得
す
。
」

(大
正
二
九

・七
七

・下
二
二
～
二
三
)
と
あ
る
。
こ
れ
に
相
当
す
る

『プ

ラ
ダ
ン
本
』
の
梵
文
は
、

と
あ
る
。
そ
し
て
三
五
偶
の
長
行
に
は
、

「論
じ
て
曰
は
く
、
欲
界
の
律
儀
と
は
、
謂
は
く
、
別
解
脱
な
り
。
此

れ
は
、

一
切
の
根
本
業
道
に
従
り
、
及
び
加
行
と
後
起
と
に
従

い
て
得

す
。」

(大
正
二
九

・
七
七

・
下
二
四
～
二
五
)
と
あ
る
。
こ
の
長
行
を
解

釈
し
て
み
れ
ば
、
「別
解
脱
律
儀
は
、
悪
業

の
根
本
業
道

・
加
行

・
後

起
を
、
離
れ
る
事
に
よ
っ
て
得
さ
れ
る
。」
と
さ
れ
る
。
長
行
に
、
根

本

・
加
行

・
後
起
が
説
か
れ
て
い
る
の
は
何
故
な
の
か
。
そ
れ
は
、
律

儀
を
実
践
す
る
行
為

・
業
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
業
が
業
と
し
て
認
め

ら
れ
る
に
は
、
三
種
の
標
準
が
…機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

ろ
う
。
①
根
本

は
、
因

と
同
義
異
語
に
も
用
い
ら

れ
、
目
的
追
及
の
因
と
な
り
、
達
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、

目
的
は
不
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
、
起
こ
る
も
と

で

あ
る
。
よ
っ
て
根
本
は
、

「動
作

の
目
的

の
具
象
性
」
で
あ
ろ
う
。
②

け
ぎ
ょ
う

加
行

は
、
目
的
達
成

へ
の
準
備

を
意
味
し
、
目
的
を
も
意

味
す
る
か
ら
、
目
的
の
追
及

で
あ
る
。
よ
っ
て
加
行
は
、

「動
作
の
目

的
の
追
及
性
」
で
あ
ろ
う
。
③
後
起

は
、

で
あ

り
、
そ
の

は
、
前
進

・
心

の
集
中

・
背
後
と
い
う
意
味
で
あ
る
か

ら
、行
為
の
後
に
は
必
ず
諸
作
が
起
る
と
い
う
概
念
で
表
わ
し
て
い
る
。
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『
阿
毘
曇
心
論
』
業
品

に
お
け
る
禅
定
戒

の
得

に

つ
い
て

(智

谷
)

三
三
七

よ
っ
て
後
起
は
、
「動
作
の
倫
理
的
な
意
味
」
を
持
た
ね
ぼ
な
ら
ぬ
で

あ
ろ
う
。
以
上
三

つ
の
標
準
が
…機
能
す
る
こ
と
で
、
業
が
業
と
し
て
認

め
ら
れ
、
律
儀
を
実
践
す
る
こ
と
で
、
業
が
業
と
し
て
認
め
ら
れ
、
律

儀
を
実
践
す
る
意
味
も
確
立
さ
れ
る
。
続

い
て
、
『倶
舎
論
』
三
五
偶

の
長
行

は
、
「若
し
静
慮
と
無
漏
と
の
律
儀
を
得
す
る
は
、
応
に
知
る

べ
し
、
但
だ
根
本
業
道

の
み
に
従
う
。
尚
、
彼

の
加
行
と
後
起
と
に
従

い
て
、
此

の
律
儀
を
得
せ
ず
。
況
ん
や
遮
罪
に
従
は
ん
や
。
〈恒
時
に

従
う
。〉
と
は
、
謂
は
く
、
過
去

・
現
在

・
未
来
の
纏
慮
界
に
従

っ
て
、

得
す
る
こ
と
な
り
。」

(大
正
二
九

・
七
七
下
二
八
～
七
八
・
上
二
)。
こ
の

長
行
を
解

釈
し
て
み
れ
ぼ
、

「静
慮
律
儀
と
無
漏
律
儀
は
、
悪
業
の
根

本
業
道
の
み
を
離
れ
る
事
に
よ
っ
て
得
さ
れ
る
。
加
行
と
後
起
は
定
位

に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
遮
罪

は
も
ち
ろ
ん

な
く
、
性
罪

の
み
を
、
離
れ
る
事
に
よ
っ
て
得
さ

れ
る
。
こ
れ
ら
二
律
儀
は
、
随
心
転
で
あ
る
の
で
三
世
を
縁
じ
る
か
ら
、

過
去

・
現
在

・
未
来

の
慈
慮
界

に
対
し
て
生
起
す
る
。」
と
さ
れ
る
。

『倶
舎
論
』
三
五
偶
と
そ
の
長
行

に
対
比
す
る
、
『称
友
疏
』

梵
文
も
同
様
に
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
略
す
る
。

以
上
で
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
禅
定
戒

・
静
慮
律
儀
に
お
い
て
、

色
界
の
善
心

・
律
儀
無
表
が
あ
る
な
ら
ぼ
、
禅
定
戒
も
達
成
さ
れ
る
と

言
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
禅
定
戒

・
静
慮
律
儀
に

は
、
表
は
な
く
、
無
表

の
み
と
さ
れ
る
、
随
心
転

の
戒
だ

か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
↓
無
表

の
特
色
も
知
ら
れ
る
。
↓
無
表
は
、

身
業

・
口
業

の
終

っ
た
後
に
働
い
て
い
る
力
で
あ
る
か
ら
、
身
業

・
口

業
と
倶
起
す
る
も
の

(或
は
、
定
に
入
っ
た
も
の
に
は
無
表
の
み
)
と
さ
れ

る
だ
け
で
、
新
し
い
業
果
を
作
る
因
と
は
さ
れ

な
い
し
、
現
世
に
お
け

る
身
業

・
口
業
を
離
れ
て
存
在
し
な
い
か
ら
、
未
来
ま
で
も
残
存
す
る

こ
と
も
な
い
。
心
論
系
の
論
書
で
あ
る

『心
論
』
『
心
論
経
』
『雑
心
論
』

に
は
、
加
行

・
根
本

・
後
起
を
取
り
挙
げ
、
業
道
と
無
表
の
関
係
に
つ

い
て
、
詳
し
く
説
か
れ
て
い
な
い
。
『倶
舎
論
』
巻

一
四

(大
正
二
九

・

七
四

・
上
)
或
い
は

『順
正
理
論
』
巻
四

一

(
大
正
二
九

・
五
七
五
・
上
)

に
、
説
か
れ
る
。
要
約
す
れ
ば
、
業
道
の
加
行

は
表
業
で
あ
る
が
、
加

行
の
無
表
に
就
い
て
は
必
ず
し
も
、
無
表
が
存
在
し
随
転
す
る
と
は
限

ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
業
の
本
質

の
思

に
よ
っ
て
起

こ
さ

れ
た
身
体
的
、
或
は
心
理
的
動
き
が
悉
く
無
表

と
し
て
そ
の
身
体
的
、

乃
至
心
理
的
動
き
に
随
転
す
る
も
の
で
は
な
く
、
思

(心
)
の
作
用
の

強
弱
に
よ
っ
て
無
表
の
存
在
、
非
存
在
が
決
す

る
の
で
、
加
行

(準
備

行
為
)
中
に
於
け
る
思
が
、
決
定
的
に
猛
利
で
あ
る
か
淳
浄
で
あ
る
か

ど
う
か
に
よ
っ
て
、
無
表

の
存
在

・
非
存
在
が
決
ま
る
。
後
起
の
場
合

は
、
行
為
が
既
に
成
就
し
て
い
る
限
り

(根
本
業
道
)
当
然
、
無
表
も

定
ん
で
存
在
す
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

定
、
表
、
無
表

、
禅
定
戒
、
色
界

(相
愛
大
学
非
常
勤
講
師
)
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